
  

かわぐちこまりごと相談所201７

川口社保

協が中心と

なって取り

組む「かわ

ぐちこまりご

と相談所」を

4月16日に

川口市パー

トナーステ

ーションで開催し、31件(遺産相続問題8件、ひきこもり３

件、家庭内問題5件、働き方３件、病気・医療3件、生活

相談2件、介護２件、その他トラブル・滞納・離婚など5件)

の相談がありました。

リーマンショック（2008年）後の2009年4月から毎年開

催し9年目となりました。

相談事例を紹介します。①28歳男性、大卒後ひきこも

り、周りから悪口言われてる幻聴や、父親の介護も出て

きた方。②21歳男性は高校卒業後就活にすべて落ちる

なか、全ていやになり、自信が持てず3年間ひきこもり。

③姉83歳宅の20代孫が仕事が続かず、ひきこもりへの

相談などがありました。

それぞれ精神科受診やひきこもり家族の会の紹介な

ど行いました。

また、生活での相談では、④63歳実兄が横浜で一人

暮らし、糖尿病で足の痺れなどで働く意欲なし。高齢の

両親の年金からの仕送りも限界で生活保護の相談、両

親の介護問題など複数問題をかかえている相談がありま

した。⑤また72歳の無年金の方は、会社が無くなることに

なり、今後の不安での相談もあり、国保の減免申請や娘

の扶養へ、シルバー登録などの情報が伝えられました。

労働相談では、⑥南相馬で被災し、今は川口に在

住。５年前に、子どもの発達障害でこの相談所に見え、

夜間中学に繋がり、今は高校に進学したと感謝の報告

がありました。新築3年目で被災で、ローンの返済もまだ

残っているそうです。

家庭崩壊の事例もいくつかありました。⑦69歳男性は

パーキンソン、妻62歳が認知症になってきて、家のことが

できず、男性も栄養失調状況になってしまっている方。

また、⑧家のローン返済中に脳卒中で倒れ、半身不随。

離婚もあり、家売却するも、借金返済も残り、リハビリ兼ね

た雇用契約中の方。また、⑨自分が入院するにあたっ

て、保証人がいない問題。息子たちは、子どもの時に自

宅に置いて家をでたこともあり、受けてもらえない相談で

した。

これらの相談会には要員が５1人（弁護士３、医療生協

事業所11、組合員4、民商15、生健会8、新婦人2、市議

2、障害者１、年金者１、市職１、母親１、個人２）に協力し

ていただきました。

相談に来られた方からは「質問に的確に答えてくださ

り、とても助かりました」「法的なことを伺えて勉強になっ

た」「気持ちがすっきりしました」などの感想が寄せられま

した。

実行委員会では、参加者や要員の方からの感想をま

とめ、今年秋に開催する相談会を準備していく計画で

す。

（川口社保協まとめより抜粋）

介護保険法当改悪案が衆院で強行可決

衆院厚生労働委員

会で審議が開始され

た介護保険法等改悪

が4月12日、まだ野党

の質問を残しながら採

決が強行されました。

異例な事に14日に野

党の追加質疑が行な

われ、18日の本会議

でも採決が強行され可

決し参院に送付されま

した。参院での審議は

連休明け後となる見込

みです。わずか20時

間の審議でした。

中央社保協では下記のとおり、抗議声明を発表しまし

た。

「本日採決が強行されました。私たちは、怒りを込めてこ

の暴挙を糾弾し、「差し戻しと、徹底審議を」求めるもの

です。この法案は、現役並みの所得者の利用料の３割

化などの負担増や療養病床の削減・廃止を前提とした

「介護・医療院」への移行、地域共生社会の実現に向け

た取り組みの推進としての「我が事・丸ごと」の地域づくり

へ向けた法案など、３１本の法「改正」を束ねた一括法案

であり、徹底した審議が求められるものです。採決強行

に怒りをこめて抗議し、安倍政権の暴走ストップを全国

で訴え、広げましょうひ」
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地域包括ケアシステムの強化とは？
１月末に大阪の電車の中吊りに、厚労省の老健局

課長が「地域包括システムの構築と公的保険外のサ

ービスの活用」をテーマに講演するとありました。

行政機関は、公的なサービスのしくみを作り、ＰＲ

する立場ではないか、公的保険外を薦めるとは。

３月初め、県西部の市で「みんなで支え合う ま

ちづくりフォーラム ～地域包括

」ケアシステムの構築をめざして～

がありました。はじめに、市の担

当者が、高齢者人口の急増につい

て話し、講師が「住みなれた地域

で、最後まで生きたいですね」と

して 「旧来型ではない支援システムをつくること、

によって可能になる」と、全国各地での実例をあげ

て話します。相談機関や生活支援サポーターを中心

に、地域協議会やボランティアを組織すること、住

民の手助けが強調され 「手伝いができる人」は、、

アンケート用紙にその旨を記入するように促されま

す。その後、体操教室やカフェの実践が紹介されま

した。

経済産業省のホームページに「昨年6 月の『日本

再興戦略』改訂 2015 の策定を踏まえ、公的保険外

の介護サービスの活用を図るため 『地域包括ケア、

システム構築に向けた公的介護保険外サービスの参

考事例集 （保険外サービス活用ガイドブック）を』

厚生労働省、農林水産省と連名で策定しました」が

出ています。百ページに及ぶのです 「自治体向け。

のメッセージ」で積極的な活用を訴えています。こ

れが、子ども子育て、障害にどういう形で現れるの

か考えさせられました。

（障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議会

事務局長 若山 孝之）

第１１３回拡大運営委員会
キャラバン要請団会議

日時 ６月２日（金）14:00～

会場 埼玉教育会館２Ｆ

協議事項 自治体要請キャラバンについて

埼玉社保学校について その他

キャラバンの意義と特徴、要請団責任者・副責任者の役

割、懇談内容と当日の運営、市町村アンケートの結果と

特徴を議論します。キャラバンのコース責任者と副責任

者の方は是非ともご参加をお願いします。

また地域集会の開催は行わなずに、市町村ごとの事

前学習会開催をよびかけています。講師は、コース責任

者の団体や県社保協事務局へご相談下さい。

のお知らせ国保学習会

（土）日時 月 日５ 20
(受付13時～)(受付13時～)(受付13時～)(受付13時～)開会13時30分開会13時30分開会13時30分開会13時30分

埼玉会館2階ラウンジ会場
定員100人 参加費 無料

国民健康保険法の制度は、昭和33年の改正以来

市町村が担ってきましたが、2018年4月から財政

運営の責任は県が持つ国保改革が実施されます。

国の方針では赤字補てんや保険税軽減を目的の

「一般財源からの法定外繰入」を中止するように

求め、埼玉県は新制度における「市町村から県へ

納める納付金」と「標準保険税額」の試算を公表

しています。

まもなく自治体要請キャ

ラバンです。国保制度改革

の内容を学び、市町村との

懇談に備えましょう。自治

体要請キャラバンのコース

責任者などの役員や参加を

予定されている方にはぜひ

ご参加ください。

どなたでも参加できます。参加費無料です。

プログラム

： 受付開始 
： 開会 
講演 国保の都道府県化について

《 》講師 埼玉県国保医療課 出前講座

： 休憩 
： 第二部 

国保と自治体要請キャラバン

「払える保険税」にするために

講師 佐々木 滋氏

 神奈川社保協前事務局長

： 終了 
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埼玉自治

体問題研究

所が主催する

地方自治フォ

ーラムが4月1

6日にさいたま

市内で県民

公開講座とし

て開催され、

市民や地方

議員など80人

が参加されま

した。

フォーラム

の第1講座は

中山徹奈良

女子大大学

院教授による「人口減少と地域・公共施設の再編」、

午後からの第2講座は日下部雅喜大阪社保協介護保

険対策委員長が「介護保険「改革」の行方と自治体の

課題」の講演が行なわれました。

現在人口減少と高齢化が進む中で自治体の再編・

集中化が進行し、公民館や保育所、学校などの公共

施設が統廃合により削減が進行しています。これに対

して中山氏は、インフラの長寿命化を提唱し、むしろ

小学校区を単位に整備することが重要であると強調さ

れました。参加者からも「地方創生と言われるが、人口

減少で地域を切り捨てる抱ける政策であることが良く

分かった」などの感想が寄せられました。

日下部氏は今年度から全自治体で開始となった新

総合事業について、介護保険の介護報酬からの給付

ではなくなったが自治体ごとの介護保険特別会計か

らの支出になる。したがって、新総合事業の内容や給

付の単価の設定が引下げる問題が各地で起き、事業

所の撤退につながりかねない。また、自立支援に名を

借りた「卒業」で利用抑制をさせない事が重要だ。国

は給付抑制と自己負担増の政策を改め、国庫補助を

抜本的に増やす事を求めました。「我が事、丸ごと」の

地域福祉推進についても、国の責任で福祉が手厚く

支えなければ「他人事、人ごと」の結果につながると警

鐘を鳴らしました。参加者からは「対案やあるべき姿が

しっかり示され、目からウロコでした」「住民の声を行政

に届け反映させたい」などの感想が寄せられ、時機に

かなった学習会でした。

就学援助を拡充させよう

憲法26条は教育を受ける権利と義務教育は無償と

することを明記しています。これの具体化として、小中

学生のいる家庭に学用品費や入学準備金、給食費、

医療費などを補助する制度があります。ところが、現に

小中学生であることが条件であることと支給開始が6月

前後となることから、特に小学校に入学を迎える家庭

からは「入学前に支給してほしい」との要望が寄せら

れていました。

今回文部科学省は3月31日付

で、生活保護世帯と同水準の要

保護世帯の小中学生への入学

準備金（就学援助）の支給が小

学校入学前から可能とする通知

を都道府県教育委員会に出しま

した。しかも、入学準備金の単価が小学生一人4万6

千円となり前年度比で倍増します。

准要保護者の国の補助は、2005年度に一般財源

化され市町村に任されました。市町村の条例により適

用基準を定め、国が補助する額に上乗せするなど申

請方法など違いがあります。したがって、今回の文科

省の通知を具体化するためには、市町村での速やか

な条例改正が必要となります。入学準備金の支給時

期とともに援助額の引き上げなどの拡充が強く求めら

れます。

子どもの貧困と格差が大きな問題となっている中で

就学援助の拡充を求める運動が広がっています。こ

れを機会に、市町村に対する就学援助制度の拡充を

強く求めていきましょう。自治体要請キャラバンでも要

請していきましょう。

社会保障・社会福祉は国の責任で！

憲法２５条を守る 5・18共同集会

12：30開会日時 5月18日（木）日時 5月18日（木）日時 5月18日（木）日時 5月18日（木）

場所 日比谷野外音楽堂場所 日比谷野外音楽堂場所 日比谷野外音楽堂場所 日比谷野外音楽堂
11：30 開場
12：30 開会宣伝

基調報告・連帯あいさつ
聞いてください！私たちの声を

14：30 閉会・国会請願デモへ
1�：30 国会請願デモ������

主催：憲法２５条を守る5・18共同集会実行委員会

お問い合わせ：中央社保協TEL03-5808-5344
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２０１７年自治体要請キャラバン

来月、６月22日からスタートする自治体要請キャラバンの日程は、先月から変更はありません。

【キャラバンコース表と懇談の会場】

会場についても今後、変更等がありましたらお知らせしていきます。

埼玉のくらしと社会保障２０１７．５（253号）
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懇談時間 懇談時間

6月22日 木 1 熊谷市 商工会館

6月23日 金 2 杉戸町 役場第二庁舎２階　第１・２会議室

3 深谷市 深谷公民館  熊谷市

4 川越市 調整中 川島町 川島町役場　第１委員会室（庁舎２階）

5 吉川市 吉川市役所２０４会議室 松伏町 本庁舎２階 ２０１会議室

6 久喜市 鷲宮総合支所４０４～４０６会議室 幸手市 幸手市保健福祉総合センター（ウェルス幸手）

7 越谷市 中央市民会館　４階　会議室ＡＢ 三郷市

8 さいたま市 プリムローズ有朋  蓮田市 第１会議室

9  杉戸町  春日部市 春日部市役所別館５階　５０１・５０２会議室

10 富士見市 庁舎１Ｆ　全員協議会室 ふじみ野市 本庁舎5階Ａ大会議室

11 志木市 志木市福祉センター(中宗岡１ｰ３ｰ２５)

12 桶川市 　桶川市役所分庁舎　会議室１ 北本市 北本市役所　会議室３－Ａ・Ｂ

13 長瀞町 長瀞町役場４階全員協議会室  皆野町

14 毛呂山町 毛呂山町役場　２階　２０１会議室  越生町 越生町役場２階２０２会議室

15 滑川町 役場内１Ｆ　庁議室  嵐山町 嵐山町役場　２階　２０４会議室

16 加須市 加須市役所　５階　５０５会議室 鴻巣市 鴻巣市役所・本庁舎（鴻巣市中央１番１号）

17 白岡町 宮代町 ４階４０１会議室

18  草加市  八潮市 八潮メセナ会議室（１）（２）

19 日高市 日高市役所　３階　３０１会議室  飯能市 総合福祉センター　２階　視聴覚室

20 上里町 上里町役場３階　３０１会議室 神川町 （役場内）

21 吉見町 吉見町役場　３階　中集会室 東松山市
保健センター１階/大会議室（市役所庁舎の東
側）※駐車場は役所庁舎西側駐車場

22 坂戸市 坂戸市役所２階２０１会議室  鶴ヶ島市 鶴ヶ島市役所　５０４会議室（庁舎５階）

23 小川町 小川町役場　３階　第二委員会室  東秩父村 東秩父村役場　２Ｆ　新会議室

24 寄居町 寄居町役場　６階会議室 横瀬町 横瀬町役場3階の302,303,304会議室

25  志木市 新座市 新座市役所　本庁舎２階　全員協議会室

26 本庄市 本庄市役所　6階　大会議室  美里町 　美里町役場　２０１会議室（２Ｆ

27 ときがわ町
就業改善センター２階　就業改善相談室
※ときがわ町本庁舎隣接の建物。

鳩山町 役場　3階　305会議室

28 草加市 草加市立中央公民館　第１・２講座室

29 入間市 市民会館　第３号室（中会議室）　３階 狭山市 市役所６階６０２会議室

30 上尾市 役所本庁舎議会棟４階　全員協議会室 伊奈町 役場内　第１会議室

31 羽生市 羽生市役所　302会議室 行田市 行田市商工センター　４０１研修室

32 秩父市 秩父市歴史文化伝承館　１階　研修室  小鹿野町

33 朝霞市 朝霞市役所　別館２階　第１委員会室 和光市 市役所議事堂３階　全員協議会室

34 所沢市 市役所8階大会議室  三芳町

35 蕨　市  戸田市 市役所５階大会議室C

36 川口市 市立　上青木公民館　会議室３号

金

火

水

木

日　程
コ
ー

ス

7月6日

曜 懇談会場

6月28日

6月29日

①１０時～
１１時３０分

②１４時～
１５時３０

分

懇談会場

7月7日

金6月30日

7月4日

7月5日

火

水

木

6月27日

熊谷市

杉戸町

志木市

草加市


